
第15回 静岡市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

日時 令和３年８月１９日（木） 

   午後５時から午後５時30分まで 

会場 静岡庁舎 新館８階 市長公室 ほか 

次  第 

  １ 開 会 

  ２ 【報告事項】 

    市内の感染状況等について           ・・・【資料１】 

  ３ 【周知事項】 

    緊急事態宣言の概要               ・・・【資料２】 

   ・飲食店事業者への要請について 

   ・飲食店以外の施設への要請について 

   ・催物（イベント）の開催制限等について 等 

   ・参考：要請内容の詳細 

  ４ 【市の対応方針】 

  緊急事態宣言の適用に係る市の対応方針について 

  ・市民等への周知啓発等について          ・・・【資料３】 

・公の施設の管理運営に関する基本的な考え方   ・・・【資料４】 

・催物の開催に関する基本的な考え方        ・・・【資料５】 

   ・学校等の活動における基本的な考え方      ・・・【資料６】 

  ５ 【指示事項】 

    本部長からの指示事項 

６ 閉 会 





第15回 静岡市新型コロナウイルス感染症対策本部会議

日　時： 令和３年８月19日（木）午後５時から午後５時30分まで

場　所： 静岡庁舎新館　　８階　市長公室………①

静岡庁舎新館　　９階　テレビ会議室…②

駿河区役所　　　３階　テレビ会議室…③

清水庁舎　　　　４階　テレビ会議室…④

各庁舎　　　　　　　　自席……………⑤

出席者：

1 本部長 市長 田辺　信宏

2 副本部長 副市長 大長　義之

3 副本部長 副市長 本田　武志

4 本部員 危機管理統括監 梶山　知

5 本部員 教育長 赤堀　文宣

6 本部員 市理事 吉井　博昭

7 本部員 市理事 川﨑　豊

8 本部員 連携調整監 大村　明弘

9 本部員 総務局長 渡辺　裕一

10 本部員 企画局長 松浦　高之

11 本部員 財政局長 大石　貴生

12 本部員 市民局長 秋山　健

13 本部員 葵区長 前田　誠彦

14 本部員 駿河区長 田中　朗

15 本部員 清水区長 堀池　明

16 本部員 観光交流文化局長 望月　哲也

17 本部員 環境局長 藪崎　徹

18 本部員 保健福祉長寿局長 杉山　友章

19 本部員 保健衛生医療統括監 長谷川　誠

20 本部員 保健所統括監 松田　仁之

21 本部員 子ども未来局長 青野　志能生

22 本部員 経済局長 加納　弘敏

23 本部員 都市局長 宮原　晃樹

24 本部員 建設局長 海野　強

25 本部員 会計管理者 丸岡　浩三

26 本部員 消防長 小長井　善文

27 本部員 上下水道局長 服部　憲文

28 本部員 教育局長 青嶋　浩義

29 本部員 議会事務局長 森井　聡

30 オブザーバー 選挙管理委員会事務局長 青木　陽一郎

31 オブザーバー 人事委員会事務局長 梶山　雅代

32 オブザーバー 監査委員事務局長 髙田　和昌

33 オブザーバー 農業委員会事務局長 増田　雅之

34 保健福祉長寿局次長 吉永　幸生

①

⑤

⑤

①

④

⑤

④

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

③

④

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

⑤

③

⑤

④

①―

⑤

⑤

⑤

⑤

②



-1-



-2-



-3-



-4-



-5-

資料２



-6-



-7-



-8-



-9-



-10-



-11-



-12-



-13-



-14-



-15-



-16-



【２．飲食店の休業および営業時間の短縮】

【３．大規模集客施設の営業時間の短縮】

〇事業者や関係団体等に対し、休業及び営業時間の短縮などの要請内容を周知徹底するとともに、
業種別ガイドラインを遵守するなど、感染防止対策を徹底するよう積極的に呼びかけること。

〇特に酒類の提供禁止については、事業者に多大な影響を及ぼすため、本市の状況を理解いただ
くよう丁寧な説明を行うこと。

〇事業者や関係団体・指定管理者に対して、業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底
するとともに、入場者の整理及び誘導等を要請するよう呼びかけること。

〇指定管理者等と連携し、営業時間の短縮要請の周知徹底を行うこと。

市民等への周知啓発等について

【１．市民への意識啓発と感染防止対策の強化】

感染力の強いデルタ株の影響により、これまでにない勢いで感染が急拡大している。市民の「いのち」を守る
ため、感染拡大防止に対し、最大限の協力をしていただくよう、丁寧かつ分かりやすく説明すること。

〇手洗い、マスクの着用など基本的な感染症対策のほか、感染リスクの高い行動を避けるなど、
感染防止対策を強化徹底するため、関係機関等と連携し全庁をあげて広報・啓発活動に取り組

むこと。

〇特に、若い世代の感染が急拡大しているため、予防意識を向上させるよう周知・徹底すること。

〇人流を抑制するため、不要不急の外出やすべての都道府県との不要不急の移動・往来を自粛す
るよう、積極的に呼びかけること。

〇本市の感染状況や感染症対策を正しく、わかりやすく、速やかに伝えること。

資料３
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公の施設の管理運営に関する基本的な考え方

○公の施設の管理運営については、関係機関と連携し業種別ガイドラインを遵守した上で、原則
開館すること。ただし、周遊の促進につながる観光施設などにおいては、県の要請に基づき、

原則休館とするよう指定管理者等と調整すること。

○人流を抑制し、人と人との接触機会を減らすため、特に県外からの利用自粛を呼びかけるよう
施設管理者と調整すること。

○営業時間短縮要請の対象となった大規模集客施設（1,000㎡超）については、

・営業自粛時間を午後８時から翌朝午前５時までとする。（但しイベント開催時は午後９時か
ら翌朝午前５時まで）

・人数上限（5,000人）かつ収容率（50％以内）のいずれか小さい方とする。（イベント関連
施設）

・飲食を提供する場合は、飲食店か否かにかかわらず、飲食店に対する要請内容に準ずること。

○営業時間短縮要請の対象とならない（1,000㎡以下）施設については、施設の利用形態や利用

状況等に応じて必要な感染防止対策を講じることとする。（詳細は次ページのとおり）

○上記の対応方針については、施設管理者や利用者等と調整し、早急に対応すること。

○なお、施設の営業時間短縮等における指定管理料の取扱いについては、総務課及び財政課と別
途協議すること。

【市の対応方針】

資料４
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○施設の利用形態・利用状況が
①大きな声を発することが伴う活動をする場合

②密集する運動や近距離で接する場面が多い場合
③複数人が集まり、呼気が激しくなるような活動をする場合

など、感染するリスクが高いと思われる施設の利用形態等の場合は、施設管理者等と協議・
調整し、午後８時までの営業時間の短縮や利用人数の制限等の対応を検討すること。

なお、営業時間の短縮や利用人数の制限等を行う場合は、感染拡大防止の観点等から、
利用者等に理解いただけるよう丁寧に説明すること。

※施設管理のしやすさや利用者への分かりやすさ等の観点から安易に制限を行わないこと。

【1,000㎡以下の施設の取扱い】

○施設の利用形態・利用状況が
①大きな声を発することが伴わない活動をする場合

②講座、講演会、会議など激しい活動が伴わない場合
③十分な人と人との間隔が確保されるなど、人と接触する機会が少ない場合

など、感染するリスクが低いと思われる施設の利用形態等の場合は、営業時間の短縮等の
対応は行わないこととする。
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催物の開催に関する基本的な考え方

<参考資料>
○新型コロナウイルス感染症に係るイベント等の開催に関する基本方針（令和３年１月21日改正）
○基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について（事務連絡令和３年８月17日）
○静岡県イベント開催における感染防止方針（令和３年７月26日版）
○静岡県イベント開催におけるチェックリスト主催者用（令和３年７月26日版）
○全国的なイベント等の相談対応マニュアル市町向け（令和３年７月26日改訂）
○業種別ガイドライン
○ふじのくにシステム

○イベント開催に当たっては、国の「基本的対処方針に基づく催物の開催制限」や、静岡県の
「イベント開催における感染防止方針」等を遵守することとする。

○人流を抑制し、人と人との接触機会を減らすため、特に県外からの参加を控えるようイベン

ト主催者等に働きかけること。

○イベント主催者等に対し、国及び県が示す感染防止対策を徹底するよう働きかけるとともに、
イベント開催について慎重な判断が必要な場合は、主催者等と調整すること。

○特に、全国的な移動を伴うイベント、参加者が1,000人を超える大規模イベントは、感染す

るリスクが高まるため、イベント主催者等と調整し、感染防止対策に万全を期すこと。

○イベント開催における飲食の取扱いについては、酒類提供を含め、飲食店に対する要請内容
に準じることとなるため、特に留意すること。

【市の対応方針】

資料５
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令和３年８月17日 事務連絡
「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、
施設の使用制限等に係る留意事項等について」から参照
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【別紙２】

令和３年８月17日 事務連絡基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」から参照
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令和３年８月17日 事務連絡

「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」から参照
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学校等の活動における基本的な考え方

○教職員や保護者と協力して、園児・児童・生徒等に対して、基本的な感染症対策を強化すると
ともに、感染リスクの低減を図るための対策を実施すること。

○小中学校及び高等学校の教育活動については、感染症対策を講じながら、可能な限り工夫をし

て、授業・学校行事・部活動等を継続し、児童生徒の健やかな学びを保障すること。
そのため、一斉の臨時休業は実施せず、各学校は保護者と協力して、感染症対策を強化すると

ともに、感染リスクの低減を図るための対策を実施すること。

○児童・生徒、教職員は、自身及び同居家族に発熱等の風邪の症状がある場合には、登校・出勤
しないようにすること。

また、「３密」の回避（「１密」にも留意）、屋外での活動においても感染症対策を講じるこ
と、手洗いなどを徹底すること。

特に、密集する運動や多くの人が集まる行事などの感染リスクの高い活動は、回避すること。

〇授業の実施については、必要に応じて、宿題プリントの配布やオンラインによる授業の手立て

を講じて、家庭でも学習できる環境を整えること。
また、部活動については、適切な感染症対策を講じた上で、少人数・短時間での活動にとどめ

るとともに、部室利用や帰宅するまでの行動についての指導も徹底するなど活動時間や内容に
十分配慮し、実施可能な範囲での活動とすること。

【市の対応方針（学校・こども園）】
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